
同

一
一
・
二
六

同

一
一
・
一
九

平
成
三
〇
・
一
一
・
一
二

開
催
年
月
日

第

二

千

九

百

五

十

八

号

平
成
三
十
年
六
月
二
十
六
日

衛
生
管
理

衛
生
管
理

公
衆
衛
生

衛
生
管
理

講

習

内

容

同 同 羽
島
市
竹
鼻
町
丸
の
内
六
丁
目
七
番
地

不
二
羽
島
文
化
セ
ン
タ
ー

開

催

場

所

(

火
曜
日)

目

次

告

示

○
平
成
三
十
年
度
管
理
理
容
師
資
格
認
定
講
習
会
の
指
定

(

生
活
衛
生
課)

四
〇
七
ペ
ー
ジ

○
平
成
三
十
年
度
管
理
美
容
師
資
格
認
定
講
習
会
の
指
定

(

同

)

四
〇
八

○
保
育
士
登
録
業
務
の
徴
収
事
務
の
委
託

(

子
育
て
支
援
課)

四
〇
八

○
保
安
林
の
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知

(

治

山

課)

四
〇
八

○
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

(

同

)

四
〇
九

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

四
一
〇

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
及
び
三
分
の
一
の
数

(
選
挙
管
理
委
員
会)

四
一
〇

○
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
施
設
の
指
定

(

同

)

四
一
一

○
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
施
設
の
名
称
の
変
更

(

同

)

四
一
一

公

示

○
家
畜
改
良
増
殖
法
の
規
定
に
よ
る
種
畜
証
明
書
の
交
付

(

畜

産

課)
四
一
二

○
雑
踏
警
備
業
務
に
係
る
一
級
検
定
の
実
施

(

生
活
安
全
総
務
課)

四
一
二

○
雑
踏
警
備
業
務
に
係
る
二
級
検
定
の
実
施

(

同

)

四
一
三

告

示

岐
阜
県
告
示
第
三
百
三
十
六
号

理
容
師
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
四
号)

第
十
一
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
平
成

三
十
年
度
管
理
理
容
師
資
格
認
定
講
習
会
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
三
十
年
六
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

主
催
者
の
名
称
及
び
住
所

公
益
財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー

理
事
長

上
原

至
雅

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
七
番
二
六
号
有
明
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
ビ
ル
Ｂ
棟
九
階

二

会
場
の
運
営
及
び
設
営
の
窓
口
と
な
る
支
部
の
名
称
及
び
所
在
地

公
益
財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー
東
海
ブ
ロ
ッ
ク
事
務
所

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
丸
の
内
二
丁
目
一
四
番
二
〇
号
ザ
・
ス
ク
エ
ア
二
階

三

開
催
日
等
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
三
十
年
六
月
二
十
六
日



同

一
一
・
二
六

同

一
一
・
一
九

平
成
三
〇
・
一
一
・
一
二

開
催
年
月
日

衛
生
管
理

衛
生
管
理

公
衆
衛
生

衛
生
管
理

講

習

内

容

同 同 羽
島
市
竹
鼻
町
丸
の
内
六
丁
目
七
番
地

不
二
羽
島
文
化
セ
ン
タ
ー

開

催

場

所

岐
阜
県
告
示
第
三
百
三
十
七
号

美
容
師
法(

昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
三
号)

第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
三

十
年
度
管
理
美
容
師
資
格
認
定
講
習
会
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
三
十
年
六
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

主
催
者
の
名
称
及
び
住
所

公
益
財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー

理
事
長

上
原

至
雅

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
七
番
二
六
号
有
明
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
ビ
ル
Ｂ
棟
九
階

二

会
場
の
運
営
及
び
設
営
の
窓
口
と
な
る
支
部
の
名
称
及
び
所
在
地

公
益
財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー
東
海
ブ
ロ
ッ
ク
事
務
所

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
丸
の
内
二
丁
目
一
四
番
二
〇
号
ザ
・
ス
ク
エ
ア
二
階

三

開
催
日
等

岐
阜
県
告
示
第
三
百
三
十
八
号

地
方
自
治
法
施
行
令(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

岐
阜
県
厚
生
環
境
関
係
手
数
料
徴
収
条
例(

平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
十
九
号)

別
表
第
一
一
の

表
二
の
項
か
ら
四
の
項
ま
で
に
規
定
す
る
保
育
士
登
録
申
請
手
数
料
、
保
育
士
登
録
証
書
換
え
交
付
手

数
料
及
び
保
育
士
登
録
証
再
交
付
手
数
料
の
徴
収
事
務
を
社
会
福
祉
法
人
日
本
保
育
協
会
に
委
託
し
た

の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
六
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
三
百
三
十
九
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
か

ら
保
安
林
の
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の

内
容
を
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
六
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

中
津
川
市
千
旦
林
字
後
屋
三
五
四
の
一

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

岐
阜
県
告
示
第
三
百
四
十
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
か

ら
保
安
林
の
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の

内
容
を
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
六
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

美
濃
市
大
字
片
知
字
城
山
二
七
一
一
の
一
・
二
七
一
四(

以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部

分
に
限
る
。)

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め
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(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
美
濃
市
役
所
に
備
え
置
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
四
十
一
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
六
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

山
県
市
大
字
梅
原
字
中
村
一
六
五
一
の
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
山
県
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
四
十
二
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
六
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

本
巣
市
根
尾
奥
谷
字
本
谷
九
四
〇
の
五

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
本
巣
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
六
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
小
津
字
居
所
一
〇
〇
五
、
一
〇
〇
七

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。
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県
道

道
路
の
種
類

川

島

三

輪
線

路
線
名

岐
阜
市
加
野
七
丁
目
一
番
二

地
先
か
ら

同

市
同

二
番
四

地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別�･�〜�･� �･�〜�･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

中
津

川
市

関
市

多
治

見
市

高
山

市

大
垣

市

岐
阜

市

選
挙

区
名

66,002

73,351

93,822

75,639

147,933

339,608

総
数
(人
)

22,001

24,451

31,274

25,213

49,311

113,203

３
分
の
１
の
数
(人
)

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
揖
斐
川
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
四
十
四
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
六
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
六
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
五
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
並
び
に
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、

第
八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及

び
運
営
に
関
す
る
法
律(

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙

権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数(

そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ

て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る

数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数)

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
三
十
年
六
月
二
十
六
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

１
平
成
30年
６
月
１
日
現
在
に
お
い
て
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
の
総
数

1,687,546人

２
総
数
の
50分
の
１
の
数

33,751人

３
総
数
の
３
分
の
１
の
数
(そ
の
総
数
が
40万
を
超
え
80万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
40万
を

超
え
る
数
に
６
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
40万
に
３
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

た
数
､
そ
の
総
数
が
80万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
80万
を
超
え
る
数
に
８
分
の
１
を
乗
じ

て
得
た
数
と
40万
に
６
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
40万
に
３
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算

し
て
得
た
数
)

310,944人

４
岐
阜
県
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
別
の
総
数
及
び
３
分
の
１
の
数
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加
茂

郡

揖
斐

郡

安
八

郡

不
破

郡

養
老

郡

羽
島

郡

海
津

市

下
呂

市

郡
上

市

本
巣

市

飛�
市

瑞
穂

市

山
県

市

可
児

市

各
務

原
市

土
岐

市

美
濃

加
茂

市

恵
那

市

羽
島

市

瑞
浪

市

美
濃

市

42,404

57,381

20,062

28,726

24,685

38,966

29,759

28,224

35,915

43,119

21,113

42,139

23,248

95,025

121,200

48,859

42,470

42,725

55,873

31,510

17,788

14,135

19,127

6,688

9,576

8,229

12,989

9,920

9,408

11,972

14,373

7,038

14,047

7,750

31,675

40,400

16,287

14,157

14,242

18,625

10,504

5,930

朝
日
大
学
病
院

変
更

後

社
会
福
祉
法
人
三
輪
会
介
護
老
人
福
祉
施

設
ア
ル
ト
シ
ュ
タ
ッ
ト
と
み
か

社
会
福
祉
法
人
三
輪
会
介
護
老
人
福
祉
施

設
オ
レ
ン
ジ
ヒ
ル
ズ
や
ま
が
た

名
称

朝
日
大
学
歯
学
部
附
属
村
上
記
念
病
院

変
更

前

加
茂
郡
富
加
町
大
平
賀
1495番

地
１

山
県
市
高
木
1367番

地
１

所
在

地

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
六
号

公
職
選
挙
法
施
行
令(

昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号)

第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
り
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
施
設
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た

の
で
、
そ
の
旨
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
六
月
二
十
六
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

指
定
す
る
施
設
の
名
称
等

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
七
号

公
職
選
挙
法
施
行
令(

昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号)

第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
り
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
施
設
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
名
称
の
変

更
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
旨
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
六
月
二
十
六
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

名
称
の
変
更
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医
療
法
人
清
光
会
岐
阜
清
流
病
院

医
療
法
人
社
団
誠
広
会
岐
阜
中
央
病
院

公

示

○
家
畜
改
良
増
殖
法
の
規
定
に
よ
る
種
畜
証
明
書
の
交
付

家
畜
改
良
増
殖
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産

大
臣
か
ら
種
畜
証
明
書
を
交
付
し
た
旨
通
報
を
受
け
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お

り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
六
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
農
政
部
畜
産
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に

供
す
る
。

○
雑
踏
警
備
業
務
に
係
る
一
級
検
定
の
実
施

警
備
業
法(

昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)
第
二
十
三
条
第
一
項
の

検
定
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則(

平
成
十
七
年
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
二
十
号
。
以
下｢

規
則｣

と
い
う
。)

第
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
六
月
二
十
六
日

岐
阜
県
公
安
委
員
会

委
員
長

古

田

善

伯

一

検
定
に
係
る
警
備
業
務
の
種
別
及
び
級

規
則
第
一
条
第
三
号
に
規
定
す
る
雑
踏
警
備
業
務(

以
下｢

雑
踏
警
備
業
務｣

と
い
う
。)

に
係

る
一
級
検
定

二

検
定
の
実
施
日
時
及
び
場
所

１

学
科
試
験

一�
実
施
日
時

平
成
三
十
年
十
月
一
日(

月)

午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で(

受
付
時
間
は
、
午
前
九
時
三
十

分
か
ら
午
前
九
時
五
十
分
ま
で
と
す
る
。)

二�
実
施
場
所

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

岐
阜
県
警
察
本
部(

二
階
玄
関
に
お
い
て
受
付
を
行
う
。)

２

実
技
試
験

一�
実
施
日
時

平
成
三
十
年
十
月
十
日(

水)

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

な
お
、
受
検
者
数
に
よ
り
日
程
変
更
を
行
う
場
合
は
、
学
科
試
験
後
に
通
知
す
る
。

二�
実
施
場
所

瑞
穂
市
十
九
条
四
一
三
番
地
一

瑞
穂
市
牛
牧
北
部
防
災
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

三

受
検
定
員

二
〇
人

四

受
検
資
格

岐
阜
県
内
に
住
所
地
を
有
す
る
者
又
は
岐
阜
県
内
に
所
在
す
る
営
業
所
に
属
す
る
警
備
員
で
あ
っ

て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

１

受
検
の
申
請
を
行
う
日
に
お
い
て
、
雑
踏
警
備
業
務
に
係
る
二
級
検
定
に
係
る
法
第
二
十
三
条

第
四
項
の
合
格
証
明
書(

以
下｢

合
格
証
明
書｣

と
い
う
。)

の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ

て
、
当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
雑
踏
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
一
年
以
上
で

あ
る
も
の

２

岐
阜
県
公
安
委
員
会
が
１
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
能
力
を
有
す
る
と
認
め
る
者

五

検
定
内
容

学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
と
し
、
そ
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
学
科
試
験
に

合
格
し
な
か
っ
た
者
に
対
し
て
は
、
実
技
試
験
を
行
わ
な
い
。
ま
た
、
実
技
試
験
の
受
検
者
に
つ
い

て
は
、
試
験
途
中
に
合
格
基
準
に
達
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
時
点
で
試

験
を
中
止
す
る
。

１

学
科
試
験

一�
警
備
業
務
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

二�
法
令
に
関
す
る
こ
と
。

三�
雑
踏
の
整
理
に
関
す
る
こ
と
。

四�
雑
踏
警
備
業
務
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。
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写
真(

申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
三
・

〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏
名

及
び
撮
影
年
月
日
を
記
入
し
た
も
の)

添
付
書
類

一�
住
所
地
を
疎
明
す
る
書
面(

当
該
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
に
申
請
す
る
場

合
に
限
る
。)

二�
岐
阜
県
内
に
所
在
す
る
営
業
所
に
属
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
面(

当
該
営
業

所
を
管
轄
す
る
警
察
署
に
申
請
す
る
場
合
に
限
る
。)

三�
四
の
１
に
該
当
す
る
者
は
、
合
格
証
明
書
の
写
し
及
び
当
該
合
格
証
明
書
の
交

付
を
受
け
た
後
、
当
該
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
一
年
以
上
で
あ
る
こ
と
を

証
明
す
る
警
備
業
者
等
が
作
成
し
た
警
備
業
務
従
事
証
明
書

四�
四
の
２
に
該
当
す
る
者
は
、
岐
阜
県
公
安
委
員
会
か
ら
交
付
を
受
け
た
一
級
検

定
受
検
資
格
認
定
書
の
写
し

検
定
申
請
書(

規
則
別
記
様
式
第
一
号)

二
枚

一�
〜
四�のうち該当するもの各一通 一
通

五�
人
の
雑
踏
す
る
場
所
に
お
け
る
負
傷
等
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に

関
す
る
こ
と
。

２

実
技
試
験

一�
雑
踏
の
整
理
に
関
す
る
こ
と
。

二�
雑
踏
警
備
業
務
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

三�
人
の
雑
踏
す
る
場
所
に
お
け
る
負
傷
等
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に

関
す
る
こ
と
。

六

検
定
の
申
請
方
法

１

受
付
期
間

平
成
三
十
年
九
月
七
日(

金)
か
ら
同
年
九
月
二
十
一
日(

金)

ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後

五
時
ま
で(

土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝
日
を
除
く
。)

。
た
だ
し
、
受
付
期
間
中
で
あ
っ
て
も
、
定

員
に
達
し
た
と
き
は
、
受
付
を
締
め
切
る
。

な
お
、
代
理
人
に
よ
る
申
請
及
び
郵
送
等
に
よ
る
申
請
は
、
認
め
な
い
。

２

申
請
先

住
所
地(

岐
阜
県
内
の
住
所
地
に
限
る
。)

を
管
轄
す
る
警
察
署
又
は
所
属
す
る
営
業
所(

岐

阜
県
内
に
所
在
す
る
営
業
所
に
限
る
。)

の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
の
生
活
安
全
課

３

申
請
時
の
提
出
書
類

４

受
検
手
数
料

一
三
、
○
○
○
円(

岐
阜
県
収
入
証
紙
に
よ
り
検
定
申
請
時
に
納
入
す
る
こ
と
。
な
お
、
納
入

さ
れ
た
受
検
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
返
還
し
な
い
。)

七

受
検
日
の
服
装
及
び
持
ち
物

１

学
科
試
験

受
検
票(

申
請
時
に
交
付
さ
れ
た
も
の
。
な
お
、
持
参
し
な
い
場
合
は
、
受
検
を
認
め
な
い
。)

、

身
分
証
明
書(

運
転
免
許
証
等
の
顔
写
真
が
貼
付
さ
れ
た
も
の)

及
び
筆
記
用
具

２

実
技
試
験

受
検
票
、
身
分
証
明
書
、
筆
記
用
具
、
体
育
館
シ
ュ
ー
ズ
及
び
警
笛

な
お
、
警
備
員
で
あ
る
者
は
、
勤
務
時
の
制
服
、
制
帽
等
を
着
用
す
る
こ
と
。

八

問
合
せ
先

岐
阜
県
警
察
本
部
生
活
安
全
総
務
課
営
業
係

電
話(

○
五
八)

二
七
一
―
二
四
二
四

内
線
三

○
二
六

○
雑
踏
警
備
業
務
に
係
る
二
級
検
定
の
実
施

警
備
業
法(

昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号)

第
二
十
三
条
第
一
項
の
検
定
を
次
の
と
お
り
実
施

す
る
の
で
、
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則(

平
成
十
七
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
号
。

以
下｢

規
則｣

と
い
う
。)

第
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
六
月
二
十
六
日

岐
阜
県
公
安
委
員
会

委
員
長

古

田

善

伯

一

検
定
に
係
る
警
備
業
務
の
種
別
及
び
級

規
則
第
一
条
第
三
号
に
規
定
す
る
雑
踏
警
備
業
務(

以
下｢

雑
踏
警
備
業
務｣

と
い
う
。)

に
係

る
二
級
検
定

二

検
定
の
実
施
日
時
及
び
場
所

１

学
科
試
験

一�
実
施
日
時

平
成
三
十
年
十
月
一
日(

月)

午
後
二
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で(

受
付
時
間
は
、
午
後
一
時

三
十
分
か
ら
午
後
一
時
五
十
分
ま
で
と
す
る
。)
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写
真(

申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
三
・

〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏
名

及
び
撮
影
年
月
日
を
記
入
し
た
も
の)

添
付
書
類

一�
住
所
地
を
疎
明
す
る
書
面(

当
該
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
に
申
請
す
る
場

合
に
限
る
。)

二�
岐
阜
県
内
に
所
在
す
る
営
業
所
に
属
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
面(

当
該
営
業

所
を
管
轄
す
る
警
察
署
に
申
請
す
る
場
合
に
限
る
。)

検
定
申
請
書(

規
則
別
記
様
式
第
一
号)

二
枚

一�
及
び

二�
の
う

ち
該
当

す
る
も

の
一
通

一
通

二�
実
施
場
所

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

岐
阜
県
警
察
本
部(

二
階
玄
関
に
お
い
て
受
付
を
行
う
。)

２

実
技
試
験

一�
実
施
日
時

平
成
三
十
年
十
月
十
一
日(

木)

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

な
お
、
受
検
者
数
に
よ
り
日
程
変
更
を
行
う
場
合
は
、
学
科
試
験
後
に
通
知
す
る
。

二�
実
施
場
所

瑞
穂
市
十
九
条
四
一
三
番
地
一

瑞
穂
市
牛
牧
北
部
防
災
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

三

受
検
定
員

二
〇
人

四

受
検
資
格

岐
阜
県
内
に
住
所
地
を
有
す
る
者
又
は
岐
阜
県
内
に
所
在
す
る
営
業
所
に
属
す
る
警
備
員

五

検
定
内
容

学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
と
し
、
そ
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
学
科
試
験
に

合
格
し
な
か
っ
た
者
に
対
し
て
は
、
実
技
試
験
を
行
わ
な
い
。
ま
た
、
実
技
試
験
の
受
検
者
に
つ
い

て
は
、
試
験
途
中
に
合
格
基
準
に
達
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
時
点
で
試

験
を
中
止
す
る
。

１

学
科
試
験

一�
警
備
業
務
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

二�
法
令
に
関
す
る
こ
と
。

三�
雑
踏
の
整
理
に
関
す
る
こ
と
。

四�
人
の
雑
踏
す
る
場
所
に
お
け
る
負
傷
等
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に

関
す
る
こ
と
。

２

実
技
試
験

一�
雑
踏
の
整
理
に
関
す
る
こ
と
。

二�
人
の
雑
踏
す
る
場
所
に
お
け
る
負
傷
等
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に

関
す
る
こ
と
。

六

検
定
の
申
請
方
法

１

受
付
期
間

平
成
三
十
年
九
月
七
日(

金)

か
ら
同
年
九
月
二
十
一
日(

金)

ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後

五
時
ま
で(

土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝
日
を
除
く
。)

。
た
だ
し
、
受
付
期
間
中
で
あ
っ
て
も
、
定

員
に
達
し
た
と
き
は
、
受
付
を
締
め
切
る
。

な
お
、
代
理
人
に
よ
る
申
請
及
び
郵
送
等
に
よ
る
申
請
は
、
認
め
な
い
。

２

申
請
先

住
所
地(

岐
阜
県
内
の
住
所
地
に
限
る
。)

を
管
轄
す
る
警
察
署
又
は
所
属
す
る
営
業
所(

岐

阜
県
内
に
所
在
す
る
営
業
所
に
限
る
。)

の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
の
生
活
安
全
課

３

申
請
時
の
提
出
書
類

４

受
検
手
数
料

一
三
、
○
○
○
円(

岐
阜
県
収
入
証
紙
に
よ
り
検
定
申
請
時
に
納
入
す
る
こ
と
。
な
お
、
納
入

さ
れ
た
受
検
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
返
還
し
な
い
。)

七

受
検
日
の
服
装
及
び
持
ち
物

１

学
科
試
験

受
検
票(

申
請
時
に
交
付
さ
れ
た
も
の
。
な
お
、
持
参
し
な
い
場
合
は
、
受
検
を
認
め
な
い
。)

、

身
分
証
明
書(

運
転
免
許
証
等
の
顔
写
真
が
貼
付
さ
れ
た
も
の)

及
び
筆
記
用
具

２

実
技
試
験

受
検
票
、
身
分
証
明
書
、
筆
記
用
具
、
体
育
館
シ
ュ
ー
ズ
及
び
警
笛

な
お
、
警
備
員
で
あ
る
者
は
、
勤
務
時
の
制
服
、
制
帽
等
を
着
用
す
る
こ
と
。

八

問
合
せ
先

岐
阜
県
警
察
本
部
生
活
安
全
総
務
課
営
業
係

電
話(

○
五
八)

二
七
一
―
二
四
二
四

内
線
三

○
二
六
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平
成
三
十
年
六
月
二
十
六
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


